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～ 水で遊ぶときの基本的なルール（水難防止） ～

・遊泳禁止場所や危険な場所では遊泳しない。

・保護者は子供から目を離さない。

・水辺では小さい子供だけでは遊ばせない。

・増水時は入水しない。

・飲酒して遊泳をしない。

・体調不良時は遊泳、水遊びをしない。

・遊泳、ボート遊び等で河川に入る場合、救命胴衣（ライフジャケット）を

着用する。

・水難者に気付いた方は、すぐに警察（110番）消防（119番）へ通報する。
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回覧

○万引き･････１件 ○器物損壊•••１件

○自転車盗･･･７件 ○詐欺••••３件

○その他窃盗••••１件
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★ 自転車乗用時のヘルメット着★ 子どもと高齢者の交通事故防止

横断歩道では

・見る

・止まる

・待つ

ことが大切！

★ 飲酒運転の根絶

被害に遭わないために

◇帰宅が遅くなる時は、家人等に
迎えを頼む。
◇帰宅時は、明るく人通りの多い道
を選ぶ。

◇自転車乗車中や歩行中はイヤホンの
使用やスマートフォンの操作等
「ながら」走行や歩行をしない。

◇緊急の時は、まず逃げる！

 


